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平成31年 第１回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第２日） 

                           平成31年２月27日（水曜日） 

 

議事日程（第２号） 

                       平成31年２月27日 午前10時00分開議 

    日程第１ 議案第６号 平成３１年度対馬市診療所特別会計予算 

    日程第２ 議案第７号 平成３１年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

    日程第３ 議案第８号 平成３１年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

    日程第４ 議案第９号 平成３１年度対馬市介護保険特別会計予算 

    日程第５ 議案第10号 平成３１年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

    日程第６ 議案第11号 平成３１年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

    日程第７ 議案第12号 平成３１年度対馬市水道事業会計予算 

    日程第８ 議案第13号 対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部

を改正する条例 

    日程第９ 議案第14号 対馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

    日程第10 議案第15号 対馬市港湾施設管理条例の一部を改正する条例 

    日程第11 議案第16号 対馬市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等に

関する条例の一部を改正する条例 

    日程第12 議案第17号 対馬市選挙公報の発行に関する条例 

    日程第13 議案第18号 対馬市奨学資金基金条例 

    日程第14 議案第19号 対馬市教育支援センター設置条例 

    日程第15 議案第20号 新市建設計画の変更について 

    日程第16 同意第１号 対馬市教育長の任命について 

    日程第17 同意第２号 対馬市教育委員会委員の任命について 

    日程第18 同意第３号 対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

    日程第19 同意第４号 対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

    日程第20 同意第５号 対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

    日程第21 同意第６号 対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

    日程第22 同意第７号 対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

    日程第23 同意第８号 対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 
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本日の会議に付した事件 

    日程第１ 議案第６号 平成３１年度対馬市診療所特別会計予算 

    日程第２ 議案第７号 平成３１年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

    日程第３ 議案第８号 平成３１年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

    日程第４ 議案第９号 平成３１年度対馬市介護保険特別会計予算 

    日程第５ 議案第10号 平成３１年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

    日程第６ 議案第11号 平成３１年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

    日程第７ 議案第12号 平成３１年度対馬市水道事業会計予算 

    日程第８ 議案第13号 対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部

を改正する条例 

    日程第９ 議案第14号 対馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

    日程第10 議案第15号 対馬市港湾施設管理条例の一部を改正する条例 

    日程第11 議案第16号 対馬市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等に

関する条例の一部を改正する条例 

    日程第12 議案第17号 対馬市選挙公報の発行に関する条例 

    日程第13 議案第18号 対馬市奨学資金基金条例 

    日程第14 議案第19号 対馬市教育支援センター設置条例 

    日程第15 議案第20号 新市建設計画の変更について 

    日程第16 同意第１号 対馬市教育長の任命について 

    日程第17 同意第２号 対馬市教育委員会委員の任命について 

    日程第18 同意第３号 対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

    日程第19 同意第４号 対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

    日程第20 同意第５号 対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

    日程第21 同意第６号 対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

    日程第22 同意第７号 対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

    日程第23 同意第８号 対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

出席議員（19名） 

１番 坂本 充弘君       ２番 伊原  徹君 

３番 長郷 泰二君       ４番 春田 新一君 
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５番 小島 德重君       ６番 吉見 優子君 

７番 船越 洋一君       ８番 渕上  清君 

９番 黒田 昭雄君       10番 小田 昭人君 

11番 山本 輝昭君       12番 波田 政和君 

13番 齋藤 久光君       14番 初村 久藏君 

15番 大浦 孝司君       16番 大部 初幸君 

17番 作元 義文君       18番 上野洋次郎君 

19番 小川 廣康君 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（なし） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      糸瀬 美也君  次長     阿比留伊勢男君 

課長補佐    梅野 浩二君  係長     柚谷 智之君  

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  比田勝尚喜君 

副市長  桐谷 雅宣君 

教育長  永留 和博君 

総務部長  有江 正光君 

総務課長（選挙管理委員会事務局書記長） 松井 惠夫君 

しまづくり推進部長  阿比留勝也君 

観光交流商工部長  俵  輝孝君 

市民生活部長  根メ 英夫君 

福祉保険部長  松本 政美君 

健康づくり推進部長  荒木 静也君 

農林水産部長  西村 圭司君 

建設部長  小島 和美君 

水道局長  大浦 展裕君 

教育部長  須川 善美君 
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中対馬振興部長  平山 祝詞君 

上対馬振興部長  園田 俊盛君 

美津島行政サービスセンター所長  神宮 喜仁君 

峰行政サービスセンター所長  佐伯  正君 

上県行政サービスセンター所長  乙成 一也君 

消防長  主藤 庄司君 

会計管理者  松尾 龍典君 

監査委員事務局長  小島 勝也君 

農業委員会事務局長  庄司 智文君 

 

午前10時00分開議 

○議長（小川 廣康君）  おはようございます。配布しております議事日程第２号により、本日の

会議を開きます。 

 日程に入る前に、厚生常任委員長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。

厚生常任委員長、齋藤久光君。 

○議員（１３番 齋藤 久光君）  昨日所管事務調査の報告で欠落した部分がありますので、追加

報告をしたいと思いますので、発言を求めたいと思います。 

 それでは報告いたします。上県町樫滝にありますデイサービスセンター御嶽の里は、平成８年

に開設した通所介護型の施設であり、日曜日を定休日として月曜日から土曜日まで開所をしてお

ります。施設定員２５人に対して１日の平均利用者数は１５人であり、１４人の職員で対応をし

ていました。施設の老朽化及び地盤沈下等による雨漏りや浴槽タイルの破損等設備改修が必要な

箇所が多いことから、利用者の安全面に十分注意しながら運営しているとの説明がございました。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  申し出のとおり、昨日の委員長報告の発言を訂正をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．議案第６号 

日程第２．議案第７号 

日程第３．議案第８号 

日程第４．議案第９号 

○議長（小川 廣康君）  それでは、日程第１、議案第６号、平成３１年度対馬市診療所特別会計

予算から、日程第４、議案第９号、平成３１年度対馬市介護保険特別会計予算までの４件を一括

議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。健康づくり推進部長、荒木静也君。 

○健康づくり推進部長（荒木 静也君）  ただいま一括議題となりました議案第６号、平成３１年

度対馬市診療所特別会計予算について、その提案理由と内容を御説明いたします。 

 予算書は１ページをお願いいたします。平成３１年度対馬市診療所特別会計予算は、次に定め

るところによることを規定し、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億

６,４０３万９,０００円とするため、第２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの

金額を４ページから５ページにかけての第１表歳入歳出予算によると定めております。 

 それでは、６ページからの歳入歳出予算事項別明細書により、主なものにつきまして御説明申

し上げます。 

 本年度の予算の状況は、合計欄に記載のとおり４億６,４０３万９,０００円で、対前年度比

１,４８２万５,０００円３.１％の減でございます。これは、職員人件費及び対馬病院等からの

医師派遣等委託料の減によるものが主な要因でございます。 

 ８ページから９ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございます。１款診療収入、１項外来収入は、直営診療所の診療収入を対前年度

比約１.１％減の２億４,０３２万円としております。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料は、診断書等手数料の収入見込額を２０１万円といたして

おります。 

 ３款県支出金、１項県補助金、へき地医療対策費補助金は、実績等を基に１,５００万円を計

上いたしております。 

 ４款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、対前年度比７.８％、１,４５６万６,０００円減の

１億７,１５２万７,０００円を計上いたしております。 

 ６款諸収入、１項雑入は、予防接種特定健診等収入を対前年度比約１０.１％増の３,４６８万

２,０００円を計上しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。予算書は１２ページ、１３ページをお願いいたします。

１款総務費、１項１目一般管理費に３億５,５１０万６,０００円を計上いたしております。主な

ものといたしましては、１節報酬に診療所看護師等嘱託職員報酬４,０３９万４,０００円、８節

報償費は、いづはら診療所、豊玉診療所、仁田診療所の医師７名分の嘱託医謝礼１億

４,４７８万６,０００円、１３節委託料は、診療所等への医師派遣等委託料、施設の保守点検委

託料など、２,８３８万６,０００円、１９節負担金、補助及び交付金は、公設民営診療所運営等

補助金など、１,４２８万円を計上いたしております。 

 ２款医業費、１項医業費は、直営診療所の医業用機器リース代、医薬材料費など、１億

８９３万３,０００円を計上いたしております。なお、１６ページから２０ページにかけまして、
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給与費明細書を掲げておりますので、御参照お願いいたします。 

 以上、平成３１年度診療所特別会計予算の説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  福祉保険部長、松本政美君。 

○福祉保険部長（松本 政美君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第７号から議

案第９号までの３件につきましては、福祉保険部所管でございますので、その提案理由と内容に

ついて続けて御説明申し上げます。 

 まず議案第７号、平成３１年度対馬市国民健康保険特別会計予算について説明いたします。

３ページをお願いいたします。平成３１年度対馬市の国民健康保険特別会計予算は、次に定める

ところによることを規定し、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４億

９,９２７万５,０００円とするものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、４ページ及び５ページの第

１表歳入歳出予算によるとするものであります。 

 第２条で、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、

５億３,０００万円と定めるものであります。平成３１年度は、主に保険給付費の減額により、

平成３０年度に比べまして全体で約４.０７％の減となっております。歳入歳出予算の主な内容

について御説明いたします。 

 まず、歳入でございますが、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 １款１項国民健康保険税は、１目一般被保険者分と２目退職者被保険者等分を合わせまして

９億１,２８８万１,０００円を計上いたしております。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 ４款県支出金、２項県補助金は、１目保険給付費等交付金として３１億５,１６０万

５,０００円、６款繰入金は、１項他会計繰入金として、１目一般会計繰入金は、１節保険基盤

安定繰入金、２節職員給与費等繰入金、３節出産育児一時金等繰入金、４節財政安定化支援事業

繰入金を合わせまして、３億７,０１０万９,０００円を計上いたしております。２項基金繰入金

は、１目財政調整基金繰入金として６,０００万円であります。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 ８款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料は、一般被保険者延滞金など合わせて４００万

２,０００円でございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。１６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費は、主なものといたしまして、１目一般管理費は、１２節役務費

の通信運搬費、システム手数料、２目連合会負担金は、１９節負担金、補助及び交付金、３目医
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療費適正化特別対策事業は、１節嘱託職員報酬、また１２節役務費のレセプト点検事務共同事業

手数料と合わせまして、１款総務費で１８ページ上段になりますが、２,７１７万１,０００円を

計上いたしております。 

 １８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 ２項徴税費は、２,００６万２,０００円の計上でございます。主なものといたしましては、嘱

託職員の雇用、納税組合交付金、過誤納還付金などであります。３項運営協議会費は、国保運営

協議会委員報酬等でございます。 

 その下、２款保険給付費でございますが、１項療養諸費２６億４,９８４万円、次のページ、

２０ページになりますが、２項高額療養費４億２,１２６万３,０００円の計上でございますが、

それぞれ対象者数の減によりまして予算を減額いたしております。４項１目の出産育児一時金は、

６０名分２,５２０万円を計上いたしております。 

 ２２ページ、２３ページをお願いします。 

 ５項１目葬祭費は、７０件を見込んでおりまして、１件当たり２万円の１４０万円を計上いた

しております。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、１項医療給付費分８億６,９５９万４,０００円、２項後期

高齢者支援金等分２億９,２２３万７,０００円、３項介護納付金分１億２,１６１万１,０００円

を合わせまして１２億８,３４４万２,０００円を納付金分として計上いたしております。 

 次に、その下の５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費でございますが、その主なものと

いたしまして、特定健診の受診率向上のための経費といたしまして、嘱託職員に対する報酬、

２４ページ、２５ページをお願いいたします。臨時雇賃金等計上いたしております。また、

１９節負担金、補助及び交付金になりますが、国民健康保険加入者が人間ドッグを受診されると

きの助成として、２万円を上限として１５０名分３００万円を計上いたしております。 

 次に、７款公債費で一時借入金利子として５０万円を計上いたしております。２８ページから

３１ページに給与費等明細書を添付いたしておりますので、御参照いただきますようお願いいた

します。 

 続きまして、議案第８号、平成３１年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算について御説明い

たします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 後期高齢者医療特別会計は県内で組織しております広域連合により運営をいたしておりまして、

その規定に基づいた保険料率等で予算化をいたしております。平成３１年度対馬市の後期高齢者

医療特別会計予算は、次に定めるところによることを規定し、第１条第１項で、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億６,４５６万７,０００円とするものであります。第２項で、歳入歳
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出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、４ページ及び５ページの第１表歳入歳出予算に

よるとするものであります。 

 歳入歳出予算の主な内容について御説明いたします。１０ページ、１１ページをお願いします。 

 まず歳入でございますが、１款１項後期高齢者医療保険料は、年金から天引きをいたしており

ます特別徴収保険料と納付書や口座振替等で納付いただいております普通徴収保険料と合わせま

して、２億１,１８７万３,０００円を計上いたしております。 

 ５款繰入金、１項一般会計繰入金は、１目事業費繰入金及び２目保険基盤安定繰入金を合わせ

まして、１億５,１５６万７,０００円を計上いたしております。 

 ７款諸収入、２項償還金及び還付加算金は、１項保険料還付金として後期高齢者医療広域連合

より１１２万２,０００円の受け入れを見込んでおります。 

 次に、歳出について御説明いたします。１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、２,８４４万１,０００円を計上いたしてお

ります。主なものといたしましては、２節の職員給与のほか、１９節の広域連合事務費負担金と

して１,５００万３,０００円、２款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤安定負担金及び

保険料納付金として、３億３,４９０万円を計上いたしております。３款１項償還金及び還付加

算金は、１目保険料還付金として１１２万２,０００円、１６ページ、１７ページをお願いいた

します。 

 ４款１項１目予備費として、１０万３,０００円を計上いたしております。１８ページから

２２ページに給与費明細書を添付いたしておりますので、御参照いただきますようお願いいたし

ます。 

 続きまして、議案第９号、平成３１年度対馬市介護保険特別会計予算について御説明いたしま

す。 

 平成３０年度の第４回定例会で廃止いたしました対馬市介護保険地域支援事業特別会計を平成

３１年度より介護保険特別会計予算に一本化いたしております。３ページをお願いいたします。 

 平成３１年度対馬市の介護保険特別会計予算は次に定めるところによることを規定し、第１条

第１項で、歳出予算の総額は、歳出それぞれ３９億６,８０６万１,０００円とするものでありま

す。第２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、４ページ及び５ページの

第１表歳入歳出予算によるとするものであります。 

 歳入歳出予算の主な内容について御説明いたします。 

 まず歳入でございますが、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 １款保険料、１項介護保険料は、第１号被保険者に係る特別徴収保険料及び普通徴収保険料等

６億５,９８９万９,０００円を計上いたしております。 
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 ３款国庫支出金、１項国庫負担金は、介護給付費に係る国庫負担金６億２,０１１万円を、

２項国庫補助金は、調整交付金及び地域支援事業交付金として３億８,８６０万５,０００円、

４款１項支払金額交付金は、第２号被保険者に係る保険料で、支払基金からの介護給付費交付金

及び地域支援事業支援交付金と合わせまして、１０億３０５万７,０００円を計上いたしており

ます。 

 １０ページ、１１ページをお願いします。５款県支出金、１項県負担金は、１目介護給付費負

担金５億２,７８９万９,０００円、２項県補助金は、４目介護予防及び５目包括的支援事業等に

係る地域支援事業交付金として、４,４００万２,０００円を計上いたしております。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金は、一般会計からの繰入金として、職員給与等繰入金のほか、

４節の低所得者保険料軽減負担繰入金など合わせまして、６億９６９万１,０００円を、２項基

金繰入金は、介護給付費準備基金繰入金として７,９６９万２,０００円を計上いたしております。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 ９款諸収入、２項サービス事業収入は、介護予防支援事業収入として介護予防サービス計画費

ほか、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費など３,４９６万２,０００円を計上いたして

おります。 

 次に、歳出について御説明いたします。１４ページ、１５ページをお願いします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、職員給与等の人件費、一般事務費など

６,６６８万６,０００円を計上いたしております。３項１目介護認定審査会費は、委員の報酬、

意見書作成委託料など２,６４９万７,０００円を計上いたしております。１６ページ、１７ペー

ジの２目認定調査等費は、認定調査委託料など１,６０６万６,０００円を計上いたしております。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費は、主に居宅介護サービス給付費負担金などでござ

いまして、この種目の中には、福祉用具購入費及び住宅改修費等も含まれており、合わせまして

３０億８,６８１万６,０００円を、２項１目介護予防サービス給付費は９,５４０万８,０００円

を計上いたしております。 

 １８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 ３項その他諸費は、１目審査支払手数料として４６３万５,０００円、４項高額護サービス等

費は７,４５６万円、５項高額医療合算介護サービス費は８２８万４,０００円、６項特定入所者

介護サービス等費は２億６,２６５万円を計上いたしております。 

 ２０ページ、２１ページをお願いいたします。 

 ６款諸支出金は、１項償還金及び還付加算金として過年度分保険料払戻金など、８５万

７,０００円を計上いたしております。 

 次に、その下の８款地域支援事業費でございますが、前年度予算額はほぼゼロ円となっており
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ますが、これは、介護保険地域支援事業特別会計を廃止し、新たに８款として地域支援事業費が

新設したことによるものでございます。 

 １項介護予防・生活支援サービス事業費として、１３節委託料で、短期集中型サービス委託料

１２０万円、１９節負担金、補助及び交付金は、介護予防生活支援事業サービス対象事業が訪問

サービス、通所サービスほか通常介護サービスのみの利用の場合について対象となりますので、

１６ページの２款２項１目介護予防サービス給付費と切り分けておりまして、高額介護予防サー

ビス負担金と合わせまして１億６,７１０万円を計上いたしております。 

 ２項１目一般介護予防事業費は、介護予防教室の経費やケーブルテレビを利用した健康体操の

放送委託料、介護予防団体助成金など８９８万７,０００円を計上いたしております。 

 ３項１目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費は、職員及び嘱託員の人件費ほか、

２２ページ、２３ページお願いします。１３節委託料の生活支援コーディネーター事業委託料、

１９節対馬市社会福祉協議会出向職員４名分の給料など、派遣職員給与等負担金、認知症ケア向

上研修助成金など、合わせて１億２,５４４万７,０００円を計上いたしております。同じく２目

任意事業費は、講師謝礼として認知症高齢者家族の集い講師謝礼、２４ページ、２５ページをお

願いします。権利擁護のための成年後見人制度報酬助成金など合わせて２５１万７,０００円を

計上いたしております。４項その他諸費は、１目審査支払手数料、２目介護予防サービス計画策

定委託料合わせて２,００８万２,０００円を計上いたしております。 

 同じく２４ページの上段になりますが、包括的支援等事業費及び最後の行の介護予防等事業費

は、廃止いたしました介護保険地域支援事業特別会計への操出金でございましたので、廃目とい

たしております。 

 ２６ページから３２ページに給料明細書を添付いたしておりますので、御参照いただきますよ

うお願いいたします。 

 以上で、議案第７号から第９号までの説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。これから４件に対する一括質疑を行います。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議案第１０号 

○議長（小川 廣康君）  日程第５、議案第１０号、平成３１年度対馬市旅客定期航路事業特別会

計予算を議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。中対馬振興部長、平山祝詞君。 

○中対馬振興部長（平山 祝詞君）  ただいま議題となりました議案第１０号、平成３１年度対馬

市旅客定期航路事業特別会計予算について御説明を申し上げます。予算書の３ページをお願いい

たします。 

 平成３１年度対馬市の旅客定期航路事業特別会計予算は、次に定めるところによることを規定

し、第１条第１項、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４,０４２万３,０００円とするも

のでございます。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、４ページ及び

５ページの第１表歳入歳出予算によるものとするものでございます。 

 歳入について御説明申し上げます。８ページ及び９ページをお願いいたします。 

 １款事業収入、１項事業収入の２９４万４,０００円は、旅客運賃及び貨物運賃を計上いたし

ております。 

 ２款国庫支出金、１項国庫補助金の１,９１９万９,０００円は、赤字航路事業に対する国の補

助金でございます。 

 ３款県支出金、１項県補助金の４７９万９,０００円は、赤字航路事業に対する県補助金でご

ざいます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金の１,３３８万円は、一般会計からの繰入金でございます。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入は、基金利子１,０００円。 

 ６款繰越金、１項繰越金は、前年度繰越金１０万円を計上いたしております。 

 次に、歳出について御説明を申し上げます。１０ページ及び１１ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費の２,３７２万７,０００円は、職員、船員等の人件費及び旅費並

びに日本旅客船協会等の負担金を計上いたしております。 

 １０ページ及び１１ページとあわせて１２ページ及び１３ページもお願いいたします。 

 ２款施設費、１項施設費の１,０４７万９,０００円は、渡海船運航に必要な燃料費、修繕料及

び渡海船利用者陸上交通運行委託料が主なものでございます。その他に船員の研修旅費、傷害保

険料及び船舶保険料等を計上いたしております。 

 ３款公債費、１項公債費の６１１万７,０００円は、長板浦待合所建設及び渡海船建造に係る

交通事業債の償還金元金、利子でございます。 

 また、４款に予備費として１０万円を計上いたしております。 

 １４ページから２０ページには給与費明細書を、２１ページには地方債の前々年度末における

現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書を添付いたしており

ますので、御参照くださいますようお願いをいたします。 

 以上、簡単でございますが、御説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますよう
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お願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議案第１１号 

日程第７．議案第１２号 

○議長（小川 廣康君）  日程第６、議案第１１号、平成３１年度対馬市集落排水処理施設特別会

計予算及び日程第７、議案第１２号、平成３１年度対馬市水道事業会計予算の２件を一括議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。水道局長、大浦展裕君。 

○水道局長（大浦 展裕君）  ただいま一括議題となりました議案第１１号及び議案第１２号につ

きましては水道局所管の議案でございますので、続けて御説明申し上げます。 

 まず、議案第１１号、平成３１年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算について御説明申し

上げます。予算書３ページをお願いいたします。 

 平成３１年度対馬市の集落排水処理施設特別会計予算は、次に定めるところによることを規定

し、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２,３３８万５,０００円とする

ものでございます。第２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、４ページ

及び５ページの第１表歳入歳出予算によるとするものでございます。 

 次に、予算の概要について御説明いたします。歳入について御説明いたします。８ページ、

９ページをお願いいたします。 

 １款使用料及び手数料、１項使用料２６９万４,０００円は、下水道使用料。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金２,０６２万円は、一般会計からの繰入金。 

 ４款繰越金、１項繰越金１,０００円は、前年度繰越金。 

 ５款諸収入、１項雑入７万円は、下水道加入金でございます。 

 歳出について御説明いたします。１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 １款下水道事業費、１項下水道管理費、１目一般管理費１３万５,０００円は、主に下水道使

用水量の検針及び集金委託料でございます。２目施設管理費７６７万９,０００円は、集落排水

処理施設の維持管理経費でございます。 

 ２款公債費、１項公債費１,５５７万１,０００円は、地方債償還金の元金、及び利子を計上し

ております。 

 なお、１２ページに地方債に関する調書を掲載しておりますので、御参照願います。 
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 以上が、議案第１１号、平成３１年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算の概要でございま

す。 

 続きまして、議案第１２号、平成３１年度対馬市水道事業会計予算について御説明申し上げま

す。予算書３ページをお願いいたします。 

 第１条で、平成３１年度対馬市水道事業会計の予算は、次に定めるところによるとするもので

ございます。第２条で、業務の予定量は、給水戸数を１万５,８４４戸、年間総配水量を

４５１万３,５０５立方メートル、１日平均給水量を１万２,４４０立方メートルとするものでご

ざいます。 

 主な建設改良事業は４億１,５９７万３,０００円で、その内容は施設整備事業等で１億

５,６０８万円、中央地区簡易水道及び三根地区簡易水道基幹改良事業の２億５,９８９万

３,０００円を予定しております。なお、簡易水道基幹改良事業につきましては、別冊の当初予

算参考資料５３ページにその概要を掲載しております。 

 第３条で、収益的収入の予定額を、第１款水道事業収益１１億８,７２１万７,０００円、収益

的支出の予定額を、第１款水道事業費用１０億３,４９５万５,０００円と定めるものでございま

す。 

 第４条で、資本的収入の予定額を、第１款資本的収入２億９,７５３万３,０００円、資本的支

出の予定額を、第１款資本的支出７億３７５万６,０００円と定めるものでございます。資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額４億６２２万３,０００円は、当年度分消費税資本的収

支調整額２,０２７万９,０００円、当年度分損益勘定留保資金２億１,９３２万４,０００円、減

債基金積立金４,１５８万円、建設改良積立金１億２,５０４万円で補てんするものでございます。 

 ４ページをお願いをいたします。 

 第５条で、企業債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について定め、第

６条で、一時借入金の限度額を５億円と定め、第７条で、予定支出の各項の経費の流用について

定め、第８条で、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を定め、第９条で、他会

計繰入金の額を定め、第１０条で、たな卸資産の購入限度額を１,０００万円と定めるものでご

ざいます。 

 以上、地方公営企業法第２４条第２項の規定により提案するものでございます。 

 ５ページから予算に関する説明書、２５ページから参考資料として予算附属資料を添付してお

ります。 

 以上、簡単でございますが、議案第１１号、平成３１年度対馬市集落排水処理施設特別会計予

算及び議案第１２号、平成３１年度対馬市水道事業会計予算の説明を終わります。御審議の上、

御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。これから２件に対する一括質疑を行います。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 議案第６号から議案第１２号までの７件は、配布しております議案審査付託表のとおり所管の

常任委員会に付託をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．議案第１３号 

日程第９．議案第１４号 

日程第１０．議案第１５号 

日程第１１．議案第１６号 

○議長（小川 廣康君）  日程第８、議案第１３号、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例の一部を改正する条例から、日程第１１、議案第１６号、対馬市布設工事監督者及び水道

技術管理者の資格基準等に関する条例の一部を改正する条例までの４件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、有江正光君。 

○総務部長（有江 正光君）  ただいま議題となりました議案第１３号、対馬市職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について、その提案理由と内容について御説明

申し上げます。 

 新旧対照表２ページをごらんください。同条例第９条は正規の勤務時間以外の時間における勤

務について定めているものでありますが、昨年７月交付されました働き方改革を推進するための

関係法律の整備に関する法律において、時間外労働の上限規制などが導入されることとなり、平

成３１年４月１日から施行されます。これに伴い、国家公務員においても超過勤務命令を行うこ

とができる上限を人事院規則で定めることとされております。ついては、本市においても同様の

取り扱いとするため、条例第９条第２項の次に、前項に規定するもののほか、同項に規定する正

規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定めると、これを第３項とし

て追加するものです。 

 以上、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（小川 廣康君）  福祉保険部長、松本政美君。 

○福祉保険部長（松本 政美君）  ただいま一括議題となりました議案第１４号につきましては、

福祉保険部所管でございますので、その提案理由について御説明申し上げます。 

 議案第１４号、対馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
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部を改正する条例。議案書は５ページを、新旧対照表は３ページをお開きください。 

 この条例は、対馬市の放課後児童健全育成事業、学童保育を実施する上で、その設備及び運営

の基準を定める条例でございます。 

 今回の改正は、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の政令等に

関する省令に基づき、その主なものは、専門職大学が平成３１年４月から制度化されることに伴

い、改正対象の資格要件に専門職大学に係るものを追加する等の所要の改正でございます。 

 第１１条第３項第５号で、卒業した者の次に当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による

専門職大学の前期課程を修了した者を含むと加えております。 

 なお、附則で、この条例は平成３１年４月１日から施行するといたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  建設部長、小島和美君。 

○建設部長（小島 和美君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第１５号、対馬市

港湾施設管理条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容につきまして御説明

申し上げます。議案書の７ページをお願いいたします。 

 本条例は、厳原港土地利用計画の変更に伴い、港湾施設用地を追加する必要が生じたため、改

正するものでございます。 

 改正の主な内容でございますが、第２条に厳原港湾関連用地及び厳原港湾緑地を追加し、第

９条に消費税に関する規定を追加しております。あわせて、施設使用料を長崎県港湾管理条例に

準じ、別表のとおり改正するものでございます。改正内容につきましては、新旧対照表の４ペー

ジから８ページに添付しておりますので、御参照ください。 

 なお、附則としまして、施行日を平成３１年４月１日としております。 

 以上、簡単でございますが、議案第１５号の提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決

定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  水道局長、大浦展裕君。 

○水道局長（大浦 展裕君）  一括議題となりました議案のうち、議案第１６号、対馬市布設工事

監督者及び水道技術管理者の資格基準等に関する条例の一部を改正する条例は、水道局所管の議

案でございますので、提案理由とその内容について御説明申し上げます。議案書は１１ページを

お願いいたします。 

 学校教育法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４１号）及び技術士法施行規則の一部を

改正する省令（平成２９年文部科学省令第４５号）が平成３１年４月１日から施行されることに

伴い、水道法施行令及び水道法施行規則が改正されたため、本条例に規定する布設工事監督者及

び水道技術管理者の資格について所要の改正を行うものでございます。 



- 56 - 

 布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件といたしまして、短期大学を卒業した者を含む

大学等卒業者の規定があり、学校教育法の一部を改正する法律において、専門職大学及び専門職

短期大学が制度化され、専門職大学の前期課程を修了した者は、短期大学を卒業した者に相当す

ることとなるため、大学等卒業者に専門職大学の前期課程修了者が含まれることとされ、条例上

その旨を明記するものであります。また、技術士法施行規則の一部を改正する省令においては、

技術士試験の第二次試験について、現行２０部門９６科目の選択科目を２０部門６９科目に見直

すこととされ、上下水道部門についても選択科目の水道環境が上水道及び工業用水道に統合され、

削除されることとなるため、布設工事監督者の資格の見直しを行うものであります。 

 改正の主な内容については、新旧対照表の９ページから１１ページをお願いいたします。 

 第３条第３号、第４条第２号及び同条第４号において、専門職大学の制度化に係る改正を、ま

た、第３条第８号において、技術士試験の見直しに係る改正を行おうとするものでございます。 

 なお、附則で、この条例の施行期日を平成３１年４月１日としております。 

 以上、簡単ではございますが、議案第１６号の提案理由の説明を終わります。御審議の上、御

決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。まず、議案第

１３号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第１４号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第１５号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第１６号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題としております４件は、委員会への付託を省略したいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。４件は、委員会への付託を省略することに決定を

いたしました。 

 これから４件について、各案ごとに討論、採決を行います。 

 まず、議案第１３号、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条

例について、討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４号、対馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１５号、対馬市港湾施設管理条例の一部を改正する条例について、討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１６号、対馬市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等に関する条例の

一部を改正する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。再開を１１時５分からとします。 

午前10時51分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時04分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第１２．議案第１７号 

日程第１３．議案第１８号 

日程第１４．議案第１９号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１２、議案第１７号、対馬市選挙公報の発行に関する条例から日

程第１４、議案第１９号、対馬市教育支援センター設置条例までの３件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。選挙管理委員会書記長、松井惠夫君。 

○選挙管理委員会書記長（松井 惠夫君）  ただいま議題となりました議案第１７号、対馬市選挙

公報の発行に関する条例について、その提案理由と内容について御説明申し上げます。議案書

１３ページをお願いいたします。 

 本条例は、公職選挙法第１７２条の２の規定により、対馬市議会議員選挙及び対馬市長選挙に

おいて、選挙公報を発行し、有権者が候補者の氏名、経歴、政見、写真等について知る機会の拡

充を図るため、新たに条例を制定しようとするものでございます。 

 その内容につきましては、第１条で趣旨を、第２条で内容と発行回数を、第３条で掲載文の申

請を、第４条で選挙公報の発行手続を、第５条で選挙公報の配布に係る規定を定めております。

配布につきましては、選挙期日の前日までに配布することとしております。 

 なお、附則で、施行日を平成３１年４月１日からと定めており、来年２０２０年３月２７日任

期満了の対馬市長選挙からを予定しております。 

 以上、簡単ではございますが提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  一括議題となりました議案のうち、議案第１８号及び議案第１９号

は教育委員会所管の議案でございますので、続けて提案理由と内容を御説明をさせていただきま

す。 

 まず、議案第１８号、対馬市奨学資金基金条例についてでございますけども、議案集の

１５ページをお願いをいたします。今回の対馬市奨学資金基金条例の制定につきましては、これ

まで、旧美津島町の名誉町民、酒井豊氏からの寄附金を原資とした対馬市酒井豊育英基金貸付基

金を設置し、経済的理由により、就学が困難な学生を対象に３０名の奨学生に奨学金の貸与を行

ってまいりました。平成２９年度には貸与対象の拡大、予約申し込みの制度の新設、返還期間の

延長等、条例及び規則の改正を行い、有効に活用しやすい奨学金制度の見直しを図ってきたとこ

ろでございます。今回、対馬市酒井豊育英資金貸付基金条例を廃止し、同基金の趣旨を引き継ぐ

とともに、奨学金貸与対象の拡大、返還免除型の奨学金制度を新たに加えた対馬市奨学資金基金

条例を制定するため、提案するものでございます。この新たな基金条例を制定するに当たりまし
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ては、故酒井豊氏の御家族にも御相談申し上げ、酒井豊育英資金貸付基金を新設する対馬市奨学

資金基金に積み増しすることについて、有効に活用していただきたいと、快く御承諾をいただい

ているところでございます。 

 第１条では、設置の目的といたしまして、経済的な理由により就学が困難な者に対し、学資を

貸与し、優位な人材の育成を図るとともに、本市への定住を促進することにより、地域の活性化

を図るため、対馬市奨学資金基金を設置すると定めております。 

 第２条では、基金の額は１億円以上とし、必要があるときは一般会計歳入歳出予算の定めると

ころにより、基金に追加して積み立てをすることができると定め、貸与できる対象者の枠がふえ

ることとなります。 

 第３条では基金の管理、第４条では運用益金について定め、第５条では奨学生の資格について

定め、第２号アにおきまして、酒井豊育英資金貸付基金では対象としていなかった対馬市内の高

等学校に進学する際も対象となるように定めております。 

 １６ページをお願いいたします。 

 第６条では、奨学金の額を定め、第１号の市内の高等学校に進学する場合については、県育英

会の奨学金にならい、２万３,０００円以内とし、第２号の対象者については、酒井豊育英資金

貸付資金と同額の５万円と定めております。 

 第７条では、貸与の条件を定め、第８条では貸与の申し込みについては規則で定めることとし

ています。 

 第９条では、基金の円滑な運用を図るため、運営委員会を置くと定め、１７ページをお願いい

たします。 

 第１０条では、奨学金の返還について定め、第１号では、第６条第１号、高等学校による奨学

金の貸与を受けた者については５年、第６条第２号、大学等による奨学金の貸与を受けた者につ

いては、１０年、第３号については、高等学校、大学、両方の貸し付けを受けた者については、

１５年と定めております。なお、第２項では、奨学生として該当した場合の返還について定めて

おります。 

 第１１条では、奨学金の返還猶予について定め、第１項では、高等学校から大学等の上級学校

に進学したときや、奨学生が疾病その他の理由により奨学金の返還が困難である場合、第２項で

は、奨学生であった者が対馬に帰り、５年以上居住する意思があり、就業しているときは返還を

猶予することができることとしていますが、第１号から第４号に該当する場合は、この限りでな

いと定めています。 

 １８ページをお願いいたします。第１２条では、奨学金の返還免除について定め、第１項では、

死亡や疾病等により、返還が困難となったとき、第２項では、定住による地域活性化を図るため、
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第１１条第２項の規定により、返還を猶予された者が奨学金の貸与期間満了後対馬市内に５年以

上居住し、就業していることが確認できたときは、返還を免除することができると定めておりま

す。 

 １３条では、委任について定めております。 

 なお、附則第１項におきまして、条例の施行期日を平成３１年４月１日からとし、第２項で、

対馬市酒井豊育英資金貸付条例は廃止すると定め、第３項でこの条例の施行の日の前日において、

前項の規定による廃止前の対馬市酒井豊育英資金貸付基金条例の規定に基づく基金に属する財産

は、施行日においてこの条例に基づく基金に属するものと経過措置を定めております。第４項で、

施行日の前日までに旧条例の規定により奨学金の貸与を受けている者に対する奨学金の額につい

ては、第６条の規定にかかわらず、旧条例の例によることとし、第５項で施行日の前日までに旧

条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為はそれぞれこの条例の相当規定によりなさ

れたものとみなすと定めております。 

 次に、議案第１９号、対馬市教育支援センター設置条例についてでございますけども、議案集

は２１ページをお願いいたします。 

 対馬市教育支援センター設置条例の制定につきましては、現在、対馬市では、長期間学校に登

校できない児童、生徒や社会に適応できない青少年に対し、民間の有志によって運営されるフ

リースペースみちしるべにおいて個々の状況に応じた適切な相談や指導、援助をしていただいて

おり、平成１６年度に開設以来、不登校の子どもたちの居場所として重要な役割を果たしていた

だいています。教育委員会との連携は、平成２２年度からで、この年から適応指導教室として位

置づけ、児童生徒が学校への復帰を目的として利用する場合は出席扱いとしており、定期的に教

育委員会担当者が運営委員会に出席するなどして、情報交換も行ってまいりました。議員の皆様

も御承知のとおり、現在フリースペースみちしるべは、主に補助金により運営されていますが、

組織運営が厳しい状況になってきたこと、また平成２８年１２月に施行された義務教育の段階に

おける普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律においても不登校児童生徒が在籍す

る学校への支援や学習支援を行う教育施設の整備等が国や地方公共団体の努力義務となっており

ます。これらの状況を踏まえ、平成３１年度から公的な施設として教育支援センターを設置する

ため、提案させていただくものでございます。 

 第１条では、設置の目的として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３０条の規定に

基づき、学校生活に適応できない不登校の状態、またはその傾向にある児童生徒に対して学校適

応、学校復帰を目指した適切な指導支援を行うために、対馬市教育支援センターを設置すると定

めております。 

 第２条では、現在まで御苦労されながら運営されてきましたみちしるべの名前と場所を引き継
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がせていただき、名称を対馬市教育支援センターみちしるべとし、位置を対馬市厳原町日吉

３３８番地１と定めております。 

 第３条では、教育委員会が管理を行うこととし、第４条において、センターが行う事業を定め、

第５条ではセンターの職員について、センター長と指導員を置くことを定めております。 

 第６条では、委任として、この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定めるとし

ております。 

 なお、附則で施行期日を平成３１年４月１日としております。 

 以上で、提案理由の御説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願

いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。これから各案ごとに質疑を行います。まず、議案

第１７号、対馬市選挙公報の発行に関する条例について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  次に、議案第１８号、対馬市奨学資金基金条例について質疑はありませ

んか。５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  幾つか確認をしたいと思います。まず、１６ページ、第５条の規

定の中の（２）のエです。大韓民国の大学校という規定がございます。これは酒井豊奨学金のと

きにも申し上げたんですけど、韓国の大学の呼称は、大学校というのが日本でいう大学に該当す

るわけです。それで、韓国のいわゆる日本でいう専門学校とか、短大とか、こういうところに進

学する子どもたちも想定がされるわけですけども、この場合の取り扱いは、どう考えてあるかと

いうのが１点です。 

 それから、同じく５条の（４）の貸与の条件に当たる部分、その中の品行方正、学業優秀でか

つ健康であることというのがございますが、この中の特に学業優秀というのは、何か規則あたり、

あるいは取扱要綱あたりで定めてあるのか、あるいはこれから定めるのか、その場合は、いろん

な日本育英会とか、県の奨学金とかございますね。そのあたりとの基準との照らし合わせ等でど

のあたりのラインを考えてあるのか。 

 同じく（５）の経済的理由により就学が困難であるという項目がございますけど、このことに

ついても、今回の奨学金は、いわゆる返還免除等も含んでいますので、いわゆる公費でそういう

制度を起こすわけですから、このあたりの設定はさっきの（４）と同じようにどのあたりの基準

を想定してあるのかということをお尋ねしたいと思います。 

 それから、もう１点はこの奨学金の中に酒井豊奨学金のほうは吸収して廃止するということで

ございますけども、今部長から説明があったように、酒井豊奨学金で恩恵を受けた方、結構いら

っしゃるんですよ。そういうことに対しての敬意を表するという意味では、この奨学金の名称あ
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たりに酒井豊というフルネームでなくても、何か、豊ということをとって、「対馬の豊かな人材

を育てる奨学資金」とか、あるいは「若者を豊かにする奨学資金」とか、何かそのあたりで酒井

豊氏の功績を取り入れ、それから、また奨学金の一部に組み込むということであれば、そのあた

りの敬意の表し方はないのかなというのを私は感じとしては持っていますけども、そのあたりに

ついては検討されたのかどうか、その点をお尋ねしたいと思います。 

 それから、１億円の基金を積むわけですけども、結構希望者があった場合、１年間にそれぞれ

どれくらい高校生、大学生に貸与する予定なのか、そのあたりももしお考えがあれば、お聞かせ

願えれば、また委員会では多分詳しく審議されると思いますけど、委員会に属していない私たち

にとっても、そのあたりをお聞かせ願えればと思います。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  まず第１点目の大韓民国の大学についての取り扱いの件についてで

すけども、現在の基金では、先ほど議員おっしゃったように、４年制の大学を検討いたしておる

ところでございます。専門大学とか短期大学等もあろうかと思います。その分に関しては、今後、

できた場合に、運営委員会を設置いたしますので、その中で、検討していくなどの方策がとれれ

ばと思っております。 

 それと、２件目の貸与の条件になりますけれども、ほとんどが県の育英基金のほうとそう大差

はありませんけども、現在設定しておりますのが、学力の基準として、県の育英会のほうでは、

５段階評価で平均３.０以上というふうになっております。今度対馬市のほうで基金を設置する

場合に高等学校のほうで全履修科目の平均値が大体３.０以上ということで考えております。 

 それと、大学のほうでは、５段階評価で県のほうが平均３.５以上ということになっておりま

す。市の方で今回の分で大学等についても全履修科目の平均値が３.５以上というふうな考え方

を持っております。 

 それと、３点目の経済的な理由、基準の想定その分に関して、収入的なものに関しますと、今

までの酒井豊基金で取り扱っておりました市県民税が４０万円以下ということで、収入にいたし

ますと、４人世帯で８００万円以下程度になろうかと思っております。県の育英会のほうで申し

上げますと、大学等の場合に収入で７４７万円以下というのが大体決まっているみたいでありま

す。若干高くなります。それと、酒井豊氏に対するこの基金の名称等につきましても、条例制定

委員会等で決定をされておりまして、この豊という名前については、現在のところは条例の中に

含まれていない状況でございます。酒井さんの自宅に説明に行った際にも十分周知はされている

ということで酒井豊という基金はなくなりますということは御連絡を申し上げて、御承諾を快く

いただいているところであります。御了解をお願いいたしたいと思います。 
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 それと、基金に対する１年間の借り入れの人数といいますか、一応教育委員会サイドとしまし

ては大体５名から１０名程度の借り入れが、申し込みがあればと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  細部については、また委員会でも多分資料を示されるでしょうし、

そのあたりはまた運営委員会も設置されるということですから、十分市民に周知できるような方

策はとられるものと思っております。 

 それから、酒井豊氏に対してのことは、それは、私個人的な感想なんですけども、今後そうい

うことを含んで何か運営委員会等で検討されて、また条例の中に組み込めるようなことがあれば

ということで申し上げたんですけども、委員会のお考えはお聞きしました。 

 それから、ちょっと先ほど尋ねなかったんですけども、５年間居住しというので免除というこ

とですが、このあたりについては、全国的に、あるいは県下でやっぱり免除している、そういう

奨学金があると思うんですが、そのあたりの照らし合わせは今回なされましたか。５年間という

期限で免除されるということについては、そのあたりの情報はいかがですか。 

○議長（小川 廣康君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  済いません。他市町の分は情報としてはちょっと持っておりません。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  そのあたりはまた実際に運用される中で、全国的な傾向とか、あ

るいはそういう情勢を見ながら、変更も可能かと思うんですけども、やはり公費を入れてやるわ

けですから、大学の４年間の月５万というのは結構大きなお金になってきますので、対馬に貢献

するという意味では、趣旨、十分わかりますので、そのあたりはまた運用しながら検討していた

だきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（小川 廣康君）  ほかに。９番、黒田昭雄君。 

○議員（９番 黒田 昭雄君）  まず、冒頭ですけれども、酒井豊基金におきましては、１０人弱

の方、借りている人、また返している人がおられますけれども、健全に運営されているようでご

ざいます。お名前がなくなりますので、今までの御貢献に感謝を申し上げたいと思います。先ほ

どの小島議員とかぶる点がありましたので、１点だけお伺いいたしますけども、今回、基金が

１億円ということで、財源のほうは半分はふるさと納税のほうから、半分は一般財源ということ

は、広く市民の方から、または対馬のふるさとの対馬を考えていらっしゃる方の助けによってこ

の基金がつくられて、各借りられる学生さん方が、自分への投資ということで、この基金がしっ

かり運用されていくことを望むわけでありますけども、そこで、先ほど市民の方が半分、ある意
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味ふるさと納税、島外の方が半分ということで、県のほうは、実は企業のほう、そういった基金

の募集も行っているようでございます。いざ企業に勤めた場合、そこのあたり、企業から基金に

対する投資を求めていくと、私は将来働いていく上におきまして、その学生さんが返していく、

そういう苦しいときに対しましても、非常にその社長さんが基金に対する投資者であれば、もの

すごく協力的であろうと私は考えております。といいますのも、今はちょっと経済的にいいです

けれども、国の奨学金制度におきましても、かなりの率で滞納者がおられます。そういった意味

でも、基金に対して、企業から広く求めるお考えはなかったのか、お伺いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  この基金条例が今回３１年の４月１日から施行させていただきたい

ということで、企業からの基金を広く求める等のことにつきましては、また今後の検討課題とさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（小川 廣康君）  ９番、黒田昭雄君。 

○議員（９番 黒田 昭雄君）  そこら辺は、県と連携をしながら、今の状況も確認しながら、ぜ

ひ進めていただきたいと思います。 

 最後に、この条例の中にこれは酒井豊基金もありましたけれども、５条の（３）に他からの奨

学金を受けていない者という、これは代表的なものでいえば、日本学生支援機構の奨学金です。

それと、あまり知られていない、日本政策金融公庫の国の教育ローンです。またその社協がしま

す福祉的資金の貸し付け、そこら辺の分をまた今子どもが少なくなっているという関係上、学校

独自もしておりますし、子どもさんが島外に行った場合には、自治体におきましても、かなり、

どこでもやっておりますので、ぜひ、今後、そういったこの基金の貸し付けに対する相談をされ

る方のスキルといたしましては、この条例だけをもってはねられるとか、受け入れとか、そうい

う対応ではなくて、国の支援制度、そして社会情勢の全ての支援制度をよく研鑽しながら、学生

に有意なそういういい制度を勧奨できるような、そういうことをやってもらいたいなと思います。

これは答弁要りません。よろしくお願いします。 

○議長（小川 廣康君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  それでは、次に、議案第１９号、対馬市教育支援センター設置条例につ

いて質疑はありませんか。５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  本条例については、部長から説明があったように、いわゆる学校

生活に適応できない生徒、あるいは復帰を願う子どもたち、そういうために行政が責任を持って、

法の趣旨にのっとって、センターを設置されるということは大いに評価をしたいと思います。私

も一般質問で２回ほど取り上げさせていただいたんですけど、その折には、やはり民間の活動を
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一生懸命今までみちしるべの方々が頑張っていただいたんですけども、やはり人的に、それから

予算的にも苦しい面があったということを教育長も理解された上で今回こういう決断、設置を決

められたということで、評価したいと思います。その中で、問題は、やはり組織をつくって動か

すためには人と金が要ると思うんです。それで５条では、センターに次の職員を置くとあります。

１がセンター長、２が指導員というのがあります。ここに、センター長というんですから、長は

恐らく１人でしょうから、あと指導員にどういう人数の職員を想定してあるか、そして、また予

算面では私が予算ちょっとめくった感じでは、管理運営費で１４５万ですか、それから、嘱託職

員の報酬で１８０万余りの予算が組まれているようですけども、これで、この両方で運営される

のか、合わせてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（小川 廣康君）  教育部長、須川善美君。 

○教育部長（須川 善美君）  まず第１点目の指導員の関係になりますけども、これは規則のほう

で定めておりまして、職員の資格任用ということで、規則のほうで、指導員は教育職員免許法の

免許状を有する者ということで、定めております。 

 それと、予算関係になりますけども、先ほど議員おっしゃったように、嘱託職員報酬１８７万

程度です。それと需用費とか役務費、使用料含めまして、全体で３３０万円程度になろうかと思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（小川 廣康君）  ５番、小島德重君。 

○議員（５番 小島 德重君）  細部については、多分委員会でまた詰めがあると思うんですけど

も、やはり要望しておきたいのは、人と金がないと動けない、特にやっぱり人を得て、ここに来

る人だけを対象に待っていてもいけない面があると思うんですよ。多分訪問とかなんとかも学校

とか家庭訪問とかも想定をされていると思うんです。その場合にやはり人が動かないと来るのを

待つだけでは、今の対馬の状況というのは解決できないんじゃないかなと私は感じています。児

童生徒の絶対数はずっと減り続けるんですけども、不登校あるいは不登校傾向の子どもの数は減

っていないように私、捉えています。ここ数年、これはみちしるべの方々、あるいは学校現場、

それぞれ努力してあるんですけども、やはり何かやっぱりうまくいっていない面があったんだろ

うと思うんですよ。そのためには、ぜひこのセンターが設置されるのを機会に予算面、あるいは

人的配置をこれは市長部局のほうにも十分御配慮いただくように要望して終わります。 

○議長（小川 廣康君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 ただいま一括議題としております議案第１７号から議案第１９号までの３件は、配布しており
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ます議案審査付託表のとおり総務文教常任委員会に付託をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１５．議案第２０号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１５、議案第２０号、新市建設計画の変更についてを議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。しまづくり推進部長、阿比留勝也君。 

○しまづくり推進部長（阿比留勝也君）  ただいま議題となりました議案第２０号、新市建設計画

の変更について、その提案理由と内容を御説明いたします。 

 この新市建設計画の変更につきましては、市町村の合併の特例に関する法律第５条第７項の規

定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案書３２ページをお願いいたします。別冊で新市建設計画の変更と新旧対照表を添付してお

ります。 

 説明は資料の１ページと２ページに新市建設計画の変更について変更に係る概略を取りまとめ

ておりますので、これにより説明させていただきます。この新市建設計画は、平成１４年４月に

対馬６町合併協議会において建設の基本方針や根幹となる事業に関する事項などを盛り込んだ計

画を策定し、この計画に基づいて実施する公共事業は合併後１０年間合併特例債を財源とするこ

とができることとなりました。 

 さらに、平成２５年の１２月の定例会におきまして、変更の議決をいただき、５年間を延長し、

平成３０年までの１５年間としておりました。今回の変更につきましては、平成３０年の法改正

が行われ、さらに５年間を延長できるようになったことに伴い、平成３１年度以降において、合

併特例債を財源とする事業を実施するため、建設の基本方針や根幹となる事業に関する事項、計

画の期間などの変更が必要となったものでございます。 

 変更の手続につきましては、県との事前協議を終えておりますので、本議会の議決をお願いす

るものでございます。計画変更の方針でございますが、第２次対馬市総合計画との整合を図り、

基本方針及び主要施策の基本方針については変更は行っておりません。 

 また、主な変更点は計画の期間を５年間延長して、平成３０年度までを平成３５年度までとし、

主要施策における主要事業につきましては、博物館整備事業及び関連資料館建設事業やコミュニ

ティナースの配置事業などを追加しております。また、財政計画につきましては、平成３５年度

までの歳入歳出の項目ごとに過去の実績をもとに策定しております。その他、国勢調査等による

統計データ等の追加、修正を行っており、変更内容につきましては、軽微なものとなっておりま

す。なお、詳細につきましては、添付しております７０ページからの新旧対照表を御確認いただ

きますようお願いいたします。 
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 以上、簡単でございますが、説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は、配布しております議案審査付託表のとおり総務文教常任委員会に付託をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．同意第１号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１６、同意第１号、対馬市教育長の任命についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  ただいま議題となりました同意第１号、対馬市教育長の任命について、

その提案理由を御説明いたします。 

 現任の永留和博氏が平成３１年４月３０日をもちまして任期満了となりますので、引き続き教

育長としてお願いするものでございます。 

 同氏につきましては、今さら申し述べるまでもなく、議員皆様も既に御承知のとおりでござい

まして、平成２８年５月から教育長として御活躍いただいております。本市の教育行政に対し、

これまでの経験と実績を発揮していただくため、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期は２０１９年５月１日から２０２２年４月３０日までの３年間となっております。

御審議の上、御同意いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定い

たしました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、これから採決します。 

 この採決は起立によって行います。同意第１号、対馬市教育長の任命について同意を求める件

は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（小川 廣康君）  起立多数です。同意第１号は同意することに決定をいたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．同意第２号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１７、同意第２号、対馬市教育委員会委員の任命についてを議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  ただいま議題となりました同意第２号、対馬市教育委員会委員の任命に

ついて、その提案理由を御説明いたします。 

 現任の齋藤豪氏が平成３１年４月３０日をもちまして任期満了となりますので、引き続き教育

委員としてお願いするものでございます。 

 同氏につきましては、今さら申し述べるまでもなく、議員皆様も既に御承知のとおりでござい

まして、平成２９年１月から教育委員として御活躍いただいております。本市の教育行政に対し、

これまでの経験と実績を発揮していただくため、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期は２０１９年５月１日から２０２３年４月３０日までの４年間となっております。 

 御審議の上、御同意いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定い

たしました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、これから採決します。 

 同意第２号、対馬市教育委員会委員の任命について同意を求める件は、これに同意することに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。同意第２号は同意することに決定をいたしました。 

 暫時休憩をいたします。再開を１時ちょうどからといたします。 

午前11時51分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 
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午後１時00分再開 

○議長（小川 廣康君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１８．同意第３号 

日程第１９．同意第４号 

日程第２０．同意第５号 

日程第２１．同意第６号 

日程第２２．同意第７号 

日程第２３．同意第８号 

○議長（小川 廣康君）  日程第１８、同意第３号から日程第２３、同意第８号までの対馬市固定

資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める６件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝尚喜君）  ただいま議題となりました同意第３号から同意第８号までにつきまして

は、いずれも対馬市固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴う委員の選任についてでござい

ますので、続けて提案の御説明をいたします。 

 同意第３号及び第５号から第８号の中島徹也氏、波田博利氏、永留秋廣氏、大石邦一氏、近藤

義則氏の各氏につきましては、ともに再任をお願いするものでございます。 

 また、同意第４号の永瀬勝也氏につきましては、現委員の前川佐久美氏の任期満了に伴い、同

氏の後任として適任と考え、選任するものでございます。 

 同氏は昭和４９年から美津島町役場職員として勤務し、対馬市役所においては、税務課、教育

委員会事務局南地区教育事務所長、会計課分室長などを歴任され、平成２８年に退職されるまで

の４２年間、多岐にわたり卓越した手腕を発揮し、人望も厚く、広く信頼を寄せられている方で

ございます。 

 いずれの方におきましても、人格、識見とも申し分なく、固定資産評価審査委員会委員として

適任と考え、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意をお願いするものでございま

す。 

 なお、任期は、２０１９年５月１日から２０２２年４月３０日までの３年間となっております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小川 廣康君）  説明が終わりました。これから６件に対する一括質疑を行います。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 
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 お諮りします。６件は、委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。６件は、委員会への付託を省略することに決定を

いたしました。 

 これから６件に対する討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  討論なしと認め、これから各案ごとに採決します。 

 同意第３号、対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。同意第３号は同意することに決定をいたしました。 

 同意第４号、対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。同意第４号は同意することに決定をいたしました。 

 同意第５号、対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。同意第５号は同意することに決定をいたしました。 

 同意第６号、対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。同意第６号は同意することに決定をいたしました。 

 同意第７号、対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。同意第７号は同意することに決定をいたしました。 

 同意第８号、対馬市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小川 廣康君）  異議なしと認めます。同意第８号は同意することに決定をいたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 



- 71 - 

○議長（小川 廣康君）  以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会といたします。お疲れさまでした。 

午後１時06分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00
    /GC-Special-Character
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


